
 

 

川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 
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川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市市税条例施行規則（昭和２５年川崎市規則第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条第１項第６号中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を

「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改め

る。 

第１４条第１項の表９の項中「第１条」及び「第２条」を削る。 

 別表第３７号様式（１）中 

「 

  

             」 

を 

「 

  

             」 

に改める。 

別表第３９号様式（２）を次のように改める。 

  



第３９号様式（２） 

 

 

 



 別表第４７号様式（１）中 

「 

  

           」 

を 

「 

  

           」 

に改める。 

別表第５１号様式の２中 

「 

  

      」 

を 

「 

  

                                 」 

に改める。 

別表第５６号様式（１）中 

「 



  

                        」 

を 

「 

  

                        」 

に、 

「 

  

                                」 

を 

「 

  

 」 

に改める。 

 別表第８６号様式中 

「 

  

       」 

を 

「 

  



」 

に改める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規則別表第３７号様式（１）は、令和８年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

３ 改正前の規則の規定により調製した帳票（別表第３７号様式（１）を除く 

。）で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、

引き続きこれを使用することができる。 


